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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縫合装置において、
　第１回転方向に回転することで、縫合しようとする第１皮膚部分の真皮層を刺し貫き、
更に、縫合しようとする第２皮膚部分の真皮層を刺し貫くようにした、第１円弧形針と、
　前記第１回転方向とは逆方向の第２回転方向に回転することで、縫合しようとする前記
第２皮膚部分の真皮層を刺し貫き、更に、縫合しようとする前記第１皮膚部分の真皮層を
刺し貫くようにした、第２円弧形針と、
　装着前の前記第１円弧形針及び第２円弧形針の近傍に縫合糸を一時的に保持するように
構成されたカートリッジと、
　装着時に前記縫合糸に係合し、且つ、前記カートリッジから該縫合糸を引き出すように
構成された、前記第１円弧形針及び第２円弧形針の夫々に形成された凹部と、
　複数の鋸歯状部を備える第１側方傾斜梁部及び第２側方傾斜梁部を有し、該第１及び第
２側方傾斜梁部、並びに該複数の鋸歯状部が、縫合しようとする前記第１及び第２皮膚部
分を保持するように構成されている、カートリッジ枠体と、
　ユーザに操作されることで、前記第１円弧形針及び前記第２円弧形針を回転させ、もっ
て、前記第１円弧形針及び前記第２円弧形針に取外し可能に取付けられた縫合糸の挿入を
行うようにした、駆動機構と、
　を備えたことを特徴とする縫合装置。
【請求項２】
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　前記カートリッジが、装着前の該カートリッジ内に収容されている複数の縫合糸を備え
たことを特徴とする請求項１記載の縫合装置。
【請求項３】
　前記縫合糸はその形状が第１形状から第２形状へ変形可能であり、該第１形状は少なく
とも１つの平面内に存在する平面内形状であり、該第２形状は開螺旋形状と閉螺旋形状と
のうちの１つの形状であることを特徴とする請求項１記載の縫合装置。
【請求項４】
　第１案内チャネル部と、第２案内チャネル部と、該第１案内チャネル部と該第２案内チ
ャネル部との間に配設された区画板とを更に備えたことを特徴とする請求項１記載の縫合
装置。
【請求項５】
　前記駆動機構は、順方向運針方式により、前記第１円弧形針及び前記第２円弧形針を穿
刺方向へ回転させるときに前記縫合糸を前記第１皮膚部分及び前記第２皮膚部分に押し込
むように構成されていることを特徴とする請求項１記載の縫合装置。
【請求項６】
　前記駆動機構は、逆方向運針方式により、前記第１円弧形針及び前記第２円弧形針を抜
脱方向へ回転させるときに前記縫合糸を前記第１皮膚部分及び前記第２皮膚部分に引き込
むように構成されていることを特徴とする請求項１記載の縫合装置。
【請求項７】
　前記第１円弧形針と前記第２円弧形針とは、大きさが互いに同一で方向が互いに対称的
な角速度で回転することを特徴とする請求項１記載の縫合装置。
【請求項８】
　各々の方向に回転する２つ以上の円弧形針を更に備えたことを特徴とする請求項１記載
の縫合装置。
【請求項９】
　前記第１円弧形針、前記第２円弧形針、及び前記駆動機構は、皮膚の表面を貫くように
構成されていることを特徴とする請求項１記載の縫合装置。
【請求項１０】
　前記第１円弧形針、前記第２円弧形針、及び前記駆動機構は、皮膚の下に位置する組織
を縫合するように構成されていることを特徴とする請求項１記載の縫合装置。
【請求項１１】
　組織縫合糸であって、
　第１端と第２端とを有する細長いフィラメントであって、該フィラメントは、挿入前形
状と挿入後形状とを有し、該挿入前形状は少なくとも１つの平面内に存在する平面内形状
であり、該挿入後形状は螺旋形状である、該フィラメント、
　該フィラメントの第１端で該フィラメントに結合された第１針ガイド、及び
　該フィラメントの第２端で該フィラメントに結合された第２針ガイドを備え、
　該第１針ガイド及び第２針ガイドは、その形状が、環形状、円形状、楕円形状、長円形
状、四角形状、三角形状、多角形状、それに膨出部形状のうちの１つまたはいくつかの形
状とされており、且つ、該第１針ガイド及び第２針ガイドは、針の挿入が行われる際に針
によって係合されるように、且つ、組織に装着されたならば戻り移動を阻止するように構
成されている、前記組織縫合糸
を含む、請求項１～１０のいずれか一項記載の縫合装置。
【請求項１２】
　前記フィラメントは、少なくとも第１方向及び第２方向に延出した戻り移動阻止のため
の複数の外方突出片を更に備えていることを特徴とする請求項１１記載の縫合装置。
【請求項１３】
　前記フィラメントは、円錐形状部に板形状部を付加して構成した係止片を備えているこ
とを特徴とする請求項１１記載の縫合装置。
【請求項１４】
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　前記フィラメントの前記第１端及び前記第２端のうちの一方もしくは両方に複数の針ガ
イドが設けられていることを特徴とする請求項１１記載の縫合装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願のクロスレファレンス）
　本件特許出願は2010年12月23日付けで出願した米国仮特許出願第61/427,003号に基づく
優先権を主張するものである。
【０００２】
　本願開示は広く一般的には医用装置に関し、より詳しくは皮膚縫合のための医用装置に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　医療産業界には、ヒトの皮膚の切開創ないし裂創の閉鎖処置に関する要望がかねてから
存在していた。美容外科手術や内臓手術などの外科手術による切開創であれ、事故などの
外傷による裂創であれ、外科医はそれら皮膚の開放部の閉鎖処置を必要とする患者に絶え
間なく接している。例えば最近の研究によれば、そのような手術は米国内だけで毎年約３
千万回も実行されている。
【０００４】
　かかる切開創の閉鎖処置の方法として外科医が現時点で選択可能な選択肢はそれほど多
くない。それら選択肢のうちの１つにマニュアル縫合がある。これは選択可能な全ての選
択肢のうちで、おそらく最も古くから存在するものであり、通常、あとで取外せる状態で
縫合糸を縫合針に取付け、外科医はその縫合針を患者の皮膚に当てて、切開創の一方の側
の皮膚部分に穿刺し、切開創を横切り、そして切開創の他方の側の皮膚部分から皮膚表面
へ出す。この作業を必要な回数だけ反復し、幾針もの「縫い目」を形成しながら切開創を
閉鎖して行く。切開創の終端に達したならば、外科医は最後の一針で縫合糸を結索して処
置を完了する。このマニュアル縫合はよい方法ではあるが、欠点が無いわけではない。例
えば、ボディコンタリングを施術する場合には、長さが何センチメートルにも及ぶかなり
大きな切開創が作られるため、外科医はその切開創を閉鎖するのに非常に長い時間を要す
ることがある。実際の手術自体よりも切開創の縫合の方に時間がかかることも珍しくない
。また、単に時間がかかるだけでなく、その作業自体が外科医にとっては退屈な作業であ
るということもある。更に、患者の皮膚に縫合針を何度も穿刺するため、外科医や助手は
、誤って縫合針を自身に刺してしまう危険性も必然的に高く、ひいては、限定するもので
はないがＣ型肝炎やＨＩＶ感染症を含む疾病に罹患する危険性も高い。
【０００５】
　マニュアル縫合は時間とそれなりの困難が伴うことから、これとは別に、広く採用され
ている創閉鎖の選択肢として、ステープル縫合がある。典型的なステープル縫合は、オフ
ィスで書類を綴じるために普通に使用されているステープルを連想させる金属製のステー
プルが用いられる。より詳しくは、ステープル縫合では、ステープルの両端の互いに平行
に延出している第１脚部と第２脚部とを、互いに縫い合わせようとする第１皮膚部分と第
２皮膚部分とに夫々に当てると共に、それら脚部を創部の皮膚表面近傍に配置したアンビ
ル様の表面に対向させる。そして、ステープルのそれら脚部を皮膚に穿刺してアンビル表
面に押付けることで、それら脚部を変形させステープルの本体部分に対して横向きにし、
それによってステープルを創部の当該部分に装着する。ステープルの一対の脚部は変形さ
せやすいように、通常はやや内向きにしてある。ステープルを装着するために使用する医
用装置は、幾つものステープルを迅速且つ効果的に創部に装着して行けるように、何らか
の形態のスプリング式作動機構を備えている。
【０００６】
　ステープル縫合では、マニュアル縫合と比べて遙かに迅速に縫合を行えるのであるが、
このステープル縫合にも幾つもの欠点が付随している。それら欠点のうちで真っ先に挙げ
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られるのは、ステープルの穿刺痕のために、縫合痕が目立つということである。ステープ
ル縫合の縫合痕は「鉄道線路」と呼ばれることがよくあり、これは、その縫合痕が、通常
、線状の創部痕の両側に、ステープルの脚部が皮膚に穿刺されるために左右で対を成す穿
刺痕が列を成して形成されるからである。更に、切開創が治癒したならば、それまで装着
していたステープルを抜鈎する必要があり、そのためステープル縫合で処置された患者は
より大きな痛みを強いられる。これに対して、マニュアル縫合の場合には、皮膚に装着し
た後に、いずれ分解して身体に吸収される吸収性縫合糸を使用することができる。
【０００７】
　かかる事情から、外科医が現時点で選択可能な選択肢のうちの１つとして、皮膚ステー
プラーを用いて装着するステープル即ち定着片を、患者の身体に吸収され得る材料で製作
した吸収性ステープル即ち吸収性定着片とする方法が公知となっている。かかる吸収性ス
テープルを装着する皮膚ステープラーの具体例としては「Insorb（商標）」という商品名
で市販されているものがある。金属製ステープルを使用したステープル縫合では、抜鈎の
際に非常に痛い思いをするのに対して、吸収性ステープルを使用すればそのような痛みを
回避できる可能性があるが、ただし一般的に、吸収性ステープルを使用した場合には縫合
痕が目立ったり、創部の治りが悪くなったりすることがある。その原因は（ａ）このよう
な吸収性ステープルを使用した場合には、互いに接合しようとする２つの皮膚部分の間の
アライメントが不良となること、（ｂ）創部の保持力が弱く、創縁に引張力が加わったと
きに（術後に創部に引張力が加わることは珍しくない）局所的な創離開が生じるおそれが
あること、それに（ｃ）定着片が太いために切開創から組織が押し出されて多数の微小面
積の創離開部（医療分野では定着片による「スピッティング（ｓｐｉｔｔｉｎｇ）」と呼
ばれている）が生じることである。切開創の閉鎖処置を瘢痕が微細となるように最も効果
的に行うためには、互いに縫い合わせようとする第１皮膚部分と第２皮膚部分とを同一平
面上に位置付けること（垂直アライメント）と、それら皮膚部分の創縁どうしをできるだ
け密接させること（水平アライメント）とが有利である。それら皮膚部分が、水平アライ
メントに十分に近づいていないと、身体がその隙間を結合組織で埋めようとするため、瘢
痕の幅が比較的広くなる。また、２つの皮膚部分の創縁どうしが垂直方向に良好に位置揃
えされていないと、創部の治癒後に段差が残ることから創痕が目立つようになる。
【０００８】
　吸収性ステープルを使用した現行の皮膚ステープル縫合では、水平アライメントと垂直
アライメントのいずれに関しても、十分に良好に位置揃えを達成することができない。良
好な創閉鎖部といえるのは、皮膚の表面（表皮層）のアライメントが高精度で達成されて
いるばかりでなく、更に、皮膚の深部の強度保持層（真皮層）どうしの密接も達成されて
、真皮層どうしが確実に固定されるはずである。真皮層どうしを確実に固定されると、こ
の創閉鎖部は、創部の表面の位置揃えが良好に達成されていると共に、その皮膚表面が僅
かに盛り上がった形状を呈している。これは創部の望ましい形状であり、医療分野では「
外翻」と呼ばれている。創部が治癒するにつれて外翻は徐々に小さくなり、治癒後の創痕
は平坦な望ましい形状のものとなる。外翻とは逆なのが内翻であり、内翻の特徴は、創閉
鎖部が皮膚の内側へ向かって凹んだ形状を呈していることである。内翻は回避すべきであ
り、なぜならば、それによって、凹んだ溝状の瘢痕が形成されてしまうからである。現行
の皮膚ステープラーは、創部が外翻を呈するように意図して作られている。しかしながら
、定着片（ステープル）で創縁を保持する上で、創部が外翻を呈するような保持の仕方を
すると、その結果として、定着片を皮膚の創縁に装着した箇所に目立つ「点状凹部」が形
成されてしまう。創閉鎖部の外観がそのようになることが、皮膚ステープラーを用いて創
閉鎖処置を行おうとする外科医にとっての懸念事項となっている。
【０００９】
　以上の様々な不都合の全てを考慮した上で、鋭意努力がなされた結果、ステープラー縫
合による縫合処置の迅速性及び効率性と、縫合糸を用いたマニュアル縫合による縫合痕の
微細性との両方を提供し得る医用装置がごく最近になって開発された。その１つの具体例
は、特許文献１（米国特許出願公開第2009/0093824号明細書）に開示されている創閉塞装
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置である。この創閉塞装置は「Ｈ型」ファスナーと称する定着片を、互いに固定しようと
する第１皮膚部分と第２皮膚部分とに亘って装着する。また、この創閉塞装置は、２つの
チャネル部を備えており、それらチャネル部の中に、夫々第１皮膚部分と第２皮膚部分と
が位置付けられる。また、１つの円弧形回転針を備えており、この円弧形回転針を一方の
皮膚部分の皮下層に穿刺することで、Ｈ型定着片をその皮下層の中に引き込むようにして
いる。この特許文献１の装置には、第１皮膚部分と第２皮膚部分との相対位置を適切にし
ようとする意図は認められるものの、使用している定着片がＨ型であるため、挿入された
その定着片が第１皮膚部分と第２皮膚部分とを互いに十分に引き寄せることができず、そ
の結果として、治癒するまでに長期間を要し、また、形成される瘢痕が許容しがたい大き
さになっている。より詳しくは、Ｈ型定着片を装着するには、その「Ｈ型」の棒状係着部
を第２皮膚部分の中へ完全に引き込む必要がある。Ｈ型定着片を皮膚に装着して装置の操
作力を解除したならば、Ｈ型定着片は後側の棒状係着部から後ろ向きの引張力を受けるよ
うになるが、創縁に通常作用する引張力のために緩みを生じ、その結果として「縫い目」
も緩んでしまうということがあった。更に、この特許文献１の装置は、定着片を挿入する
のに先立って第１皮膚部分と第２皮膚部分とを互いに押付ける機能を担う回転式の密接ア
ームを備えているが、そのシステムは複雑なものである。そのため装置の構造が複雑とな
っており、その製造コストが増大しており、信頼性に関する問題が生じていることに加え
て、密接アームが引っ込んだならば、第１皮膚部分及び第２皮膚部分の位置も元に戻りが
ちであり、その結果、閉鎖処置のための適切な密接がなされないために、瘢痕が目立つな
どの不都合が生じている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本願開示は、その１つの局面においては、縫合装置を開示するものである。この縫合装
置は、第１回転方向に回転することで、縫合しようとする第１皮膚部分の真皮層を刺し貫
き、更に、縫合しようとする第２皮膚部分の真皮層を刺し貫くようにした、第１円弧形針
と、該第１回転方向とは逆方向の第２回転方向に回転することで、縫合しようとする該第
２皮膚部分の真皮層を刺し貫き、更に、縫合しようとする該第１皮膚部分の真皮層を刺し
貫くようにした、第２円弧形針と、ユーザに操作されることで、該第１円弧形針及び該第
２円弧形針を回転させ、もって、該第１円弧形針及び該第２円弧形針に取外し可能に取付
けられた縫合糸の挿入を行うようにした、駆動機構とを備えている。
【００１１】
　本願開示は、その別の１つの局面においては、皮膚の縫合方法を開示するものである。
この皮膚の縫合方法は、互いに縫い合わせようとする第１皮膚部分及び第２皮膚部分の近
傍に、縫合装置を定位し、第１円弧形針と第２円弧形針とを駆動し、それら円弧形針を互
いに逆方向に回転させてそれら円弧形針を該第１皮膚部分と該第２皮膚部分とに穿刺し、
該第１円弧形針及び該第２円弧形針の回転によって、該第１皮膚部分と該第２皮膚部分と
を連結する縫合糸を装着するものである。尚、該第１円弧形針と該第２円弧形針とが個々
に該第１皮膚部分の真皮層と該第２皮膚部分の真皮層とを刺し貫くようにするとよい。
【００１２】
　本願開示は、その更に別の１つの局面においては、組織縫合糸を開示するものである。
この組織縫合糸は、第１端と第２端とを有する細長いフィラメントと、該フィラメントの
該第１端に設けられた第１針ガイドと、該フィラメントの該第２端に設けられた第２ガイ
ド面とを備えている。尚、該フィラメントは、挿入前形状と挿入後形状とを有するものと
するとよい。また、該挿入前形状は少なくとも１つの平面内に存在する平面内形状とし、
該挿入後形状は螺旋形状とするとよい。
【００１３】
　本願開示の以上の局面及び特徴、並びに更なる局面及び特徴については、以下の詳細な
説明を添付図面と共に参照することにより明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】本願開示の教示に従って構成した縫合装置の斜視図である。
【図２】図１の縫合装置の拡大斜視図である。
【図３】図１の縫合装置の側面図である。
【図４】図１の縫合装置の斜視図であり、外装部材の一部を取り去って縫合装置の駆動機
構を露出させた図である。
【図５】図５の駆動機構の拡大斜視図である。
【図６】図５の駆動機構の拡大斜視図であり、図５とは反対側から見た図である。
【図７】図１の縫合装置の作動端の拡大正面図である。
【図８】図１の縫合装置に用いる本願開示の１つの実施の形態に係るカートリッジを示し
た図である。
【図９】Ａ及びＢは本願開示の教示に従って構成した縫合針の拡大平面図である。
【図１０】Ａ～Ｉは針と縫合糸とを互いに係合させるためのスライダプレートの模式図で
ある。
【図１１】Ａ～Ｊは本願開示の教示に従って構成した縫合糸の様々な実施の形態を示した
斜視図である。
【図１２】Ａ及びＢは外方へ突出した突出片がどのようにして中寄り移動及び戻り移動を
阻止するかを説明した挿入前と挿入後の縫合糸を示した模式図である。
【図１３】テストフィクスチャとして構成した縫合装置が実際に使用され操作されている
ところを示した斜視図である。
【図１４】図１３のテストフィクスチャとして構成した縫合装置を底部寄りの方向から見
た斜視図である。
【図１５】Ａ～Ｅは本願開示に係る縫合装置を使用した閉鎖処置の様々な段階における切
開創を示した平面図である。
【図１６】Ａ～Ｆは閉螺旋状縫合における挿入前の縫合糸を示した模式図であり、Ｇは閉
螺旋状縫合における挿入後の縫合糸を皮膚の深部側から見た模式図であり、Ｈ～Ｍは開螺
旋状縫合における挿入前の縫合糸を示した模式図であり、Ｎは開螺旋状縫合における挿入
後の縫合糸を皮膚の表面側から斜めに見た模式図である。
【図１７】本願開示の教示に従って開螺旋状縫合により互いに縫い合わせた２つの皮膚部
分をそれら皮膚部分の底部側、即ち皮下側、即ち下面側から見た斜視図である。
【図１８】本願開示の教示に従って開螺旋状縫合により互いに縫い合わせた別の２つの皮
膚部分の平面図であり、開螺旋状縫合による多数の針目の形状及び形成位置の具体例を示
した図である。
【図１９】図１７の皮膚部分の皮膚表面／皮膚外面を示した斜視図である。
【図２０】Ａ～Ｃは本願開示に係る縫合装置による創閉鎖部位と従来の縫合装置による創
閉鎖部位とを比較して示した斜視図である。
【図２１】本願開示の教示に従って構成した別の実施の形態に係る縫合装置の斜視図であ
り、これは皮膚の表皮層どうしの接合面を縫合するのに適した縫合装置であって、図を見
やすくするために縫合糸及びカートリッジ（図８のカートリッジに相当する部材）を取外
した状態を示した図である。
【図２２】図２１に示した縫合装置の作動端の拡大斜視図である。
【図２３】図２１に示した作動端の端面図であり、縫合糸を挿入するための一対の針を示
しており、縫合糸の挿入前のそれら一対の針の状態を示した図である。
【図２４】図２３と同様の端面図であり、ただし、縫合装置が操作されたときの一対の針
の状態を示した図である。
【図２５】図２１の縫合装置の駆動機構の一部と作動端とを示した側面図である。
【図２６】図２５の駆動機構及び作動端を正面側から見た斜視図である。
【図２７】図２５の駆動機構及び作動端を底面側から見た斜視図である。
【図２８】テストフィクスチャとして構成した駆動機構及び２本の駆動軸の縦断面図であ
り、第１針と第２針とを駆動する２本の駆動軸の同軸的な配置を示した図である。
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【図２９】本願開示に従って構成した腹腔鏡下手術に適した実施の形態に係る縫合装置の
斜視図である。
【図３０】図２９の腹腔鏡下手術に適した実施の形態に係る縫合装置の作動端の拡大斜視
図であり、一対の針が引っ込んだ位置にあるところを示した図である。
【図３１】腹腔鏡下手術に適した実施の形態に係る縫合装置の作動端の拡大斜視図であり
、一対の針が突き出した位置にあるところを示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本願開示に対しては様々な改変を加えることができ、また別構成によって代替すること
も可能であるが、以下に、図面に示した本願開示に係る具体的な実施の形態について詳細
に説明して行く。ただし本発明は、ここに開示する特定の形態に限定されず、本願開示の
概念及び範囲に含まれる全ての改変構成、代替構成、並びにそれらの均等構成をも包含す
るものであることを理解されたい。
【００１６】
　添付図面の特に図１に示したのは、本願開示の教示に従って構成した縫合装置であり、
参照符号２０はこの縫合装置の全体を指している。以下に更に詳細に説明するように、こ
の縫合装置は外科手術における切開創の閉鎖処置に用いるのに有用なものであり、その閉
鎖処置を迅速に行えるばかりでなく、その閉鎖処置の際に創縁の位置揃えを高精度で達成
することができ、更には、瘢痕を微細なものとすることができる。ただし当然のことなが
ら、この縫合装置２０は、事故などの外傷による裂創の閉鎖処置に用いるのにも有用なも
のである。図１～図９に示した第１の実施の形態に係る縫合装置２０は、互いに縫い合わ
せようとする２つの皮膚部分の下方に定位して、それら皮膚部分の真皮層に縫合糸を引き
込んで装着するように構成されている。また、後に説明する実施の形態は、皮膚の外表面
から表皮層に対して適用するように構成された縫合装置、それに、腹腔鏡下手術に用いる
のに適した縫合装置である。尚、本明細書に開示する数々の実施の形態は皮膚の縫合に用
いる縫合装置であるが、容易に理解されるように、本願開示は皮膚以外の組織に対しても
同様に適用することができる。
【００１７】
　図１に示したように縫合装置２０はグリップ２２を備えており、このグリップ２２はハ
ンドル２４とトリガ２６とで構成されていることに留意されたい。外科医がトリガ２６を
握り込んでハンドル２４に近付く方向へ揺動させると、作動端３０の内部構成部材が駆動
機構２８により駆動され、それによって患者の皮膚の真皮層（図１には示されていないが
、後に説明する別の図に示されている）の中に縫合糸３２が装着される。
【００１８】
　図２～図７は、作動端３０を更に詳細に示した図である。それらの図から明らかなよう
に、作動端３０は第１円弧形針３４と第２円弧形針３６とを備えており、それら円弧形針
３４、３６は、それらに共通する回転軸心３７を中心として回転し、これについては後に
更に詳細に説明する。作動端３０の構成部材の運動は、トリガ２６を握り込んでハンドル
２４に近付く方向へ揺動させることによって開始される。その操作によって、レバーアー
ム３９が枢軸４０を中心として揺動し、ラック４１を後方へ移動させる。それによってピ
ニオン４２が回転し、このピニオン４２は駆動軸４３に取付けられており、プレート４４
に回転可能に支持されている。図から明らかなように、駆動軸４３の一端に第１ベベルギ
ヤ４５が取付けられており、この第１ベベルギヤ４５は、この第１ベベルギヤ４５に対し
て直角を成すように配設された第２ベベルギヤ４６及び第３ベベルギヤ４７と噛合してい
る。第２ベベルギヤ４６及び第３ベベルギヤ４７が回転することによって、第１円弧形針
３４及び第２円弧形針３６が回転し、この回転伝達は、２つのベベルギヤ４６、４７と２
つの円弧形針３４、３６との間に配設された同軸型の２本の駆動軸４８、４９によってな
される。図から明らかなように、一方の駆動軸４８は中空軸であって、その中に他方の駆
動軸４９が嵌挿されており、これによって各々が個別に回転可能とされている。尚、以上
に説明した機構の他にも、様々な機械式及び電気式の伝達機構やギヤ機構を利用すること



(8) JP 6166662 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

ができ、モータを用いた駆動機構なども利用でき、そのような機構を利用したものも本願
開示の範囲に含まれる。
【００１９】
　引き続き図４～図７を参照して、第１円弧形針３４及び第２円弧形針３６の回転運動の
特性について説明する。皮膚への縫合糸３２の装着を行う前の初期状態、即ち休止状態に
あるときには、第１円弧形針３４及び第２円弧形針３６は作動端３０の中に引っ込められ
ている。トリガ２６を握り込んでハンドル２４に近付く方向へ揺動させると、第１円弧形
針３４及び第２円弧形針３６が回転する。その際の第１円弧形針３４及び第２円弧形針３
６の回転角度は、例えば約１８０°～２７０°であり、ただし正確な回転角度は使用する
定着片（即ち縫合糸３２）に応じて異なったものとなる。第１円弧形針３４と第２円弧形
針３６とは、駆動されて回転することにより、夫々第１皮膚部分と第２皮膚部分とを刺し
貫くようにしてある。また、後に更に詳細に説明するように、第１円弧形針３４と第２円
弧形針３６とがそのように回転運動することによって、縫合糸３２の両端が、夫々第１皮
膚部分と第２皮膚部分との中に引き込まれる。
【００２０】
　更に図４～図７を参照して、駆動機構２８について詳述する。それらの図から明らかな
ように、作動端３０は、互いに縫い合わせようとする第１皮膚部分と第２皮膚部分とのう
ちの、第１皮膚部分を受け入れる第１案内チャネル部５０と、第２皮膚部分を受け入れる
第２案内チャネル部５２とを備えている。作動端３０は更に、それら第１案内チャネル部
５０と第２案内チャネル部とを隔てる区画板５４を備えている。以上に説明した構成によ
れば、２つの円弧形針３４、３６が、互いに対向する回転方向に、しかも案内チャネル部
５０、５２及び区画板５４に対して相対的に回転すると共に、互いに縫い合わせようとす
る部分が互いに押付けられる。更にこれによって、皮膚部分間の垂直アライメント及び水
平アライメントが達成され、それら２つの皮膚部分が互いに密接して接合される。
【００２１】
　以下に縫合方法について詳細に説明するが、その前に先ず図８を参照して、縫合糸３２
の構成について説明する。ここに示したように、１つの実施の形態に係る縫合糸３２は、
第１端５８と第２端６０とを有する１本のフィラメント５６を含み得る。第１端５８と第
２端６０の各々に１つずつ針ガイド６２を備えてもよく、それら針ガイド６２は、第１円
弧形針３４と第２円弧形針３６の夫々に縫合糸３２を容易に着脱できるようにするもので
ある。各々の針ガイド６２は、例えば、第１円弧形針３４及び第２円弧形針３６の各々の
尖端６６が余裕を持ってその中に進入できる大きさの環状開口部６４としてもよい。また
、縫合糸３２は、図５～図８に示したように、１本ずつ個別にカートリッジ６８の中に収
容したものとするのもよい。更に、縫合糸３２を、カートリッジ６８から簡単に取外せる
状態でカートリッジ６８に保持するために、縫合糸３２とカートリッジ枠部７１とを破断
容易な接続部７０を介して接続しておき、円弧形針３４、３６の尖端６６がこの接続部７
０を押し破り或いは引き千切ることによって、この接続部７０を破断させるようにしてお
くのもよい。また、代替構成例として、縫合糸３２をカートリッジ６８から簡単に取外せ
る状態でカートリッジ６８に保持する手段として、案内チャネル部、溝部、凹部、開口部
などで縫合糸３２を保持するようにしてもよい。
【００２２】
　更に、カートリッジ枠体７１に多数の鋸歯状部７５を形成するのもよく、これは、押え
部材などを使用せずとも皮膚を保持できるようにするためのものである。カートリッジ枠
体７１は更に、鋸歯状部７５を支持するための側方傾斜梁部８１を備えたものとするのも
よい。そうした場合には、第１皮膚部分及び第２皮膚部分（不図示）が、側方傾斜梁部８
１と、案内チャネル部５０、５２と、区画板５４との間に保持されて、上述した「外翻」
が形成され、それによって皮膚閉鎖部が非常に効果的に形成されるため、瘢痕も微細なも
のとなる。更に、カートリッジ６８は丸ごと交換可能な構成として、例えば縫合処置を実
行する際に新たなカートリッジ６８を作動端３０に装填するようにするのもよい。或いは
別法として、カートリッジ６８は縫合装置２０の中に常時装着しておく構成として、縫合
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処置を実行する際に交換用の縫合糸３２のセットをその中に挿入するようにするのもよい
。
【００２３】
　図９Ａ～図９Ｂに示したように、縫合装置２０の円弧形針３４、３６はそれらの先端部
７２に夫々に凹部７４を形成してもよく、それら凹部７４は、カートリッジ６８に収容さ
れている縫合糸３２に係合して、カートリッジ６８から縫合糸３２を容易に引き出せるよ
うにするものである。より詳しくは、逆方向運針方式を採用し、針ガイド６２を皮膚の中
へ引き込むようにする場合には、円弧形針３４、３６の凹部７４の形状を、針先方向へ行
くに従って陥凹して行く形状にしておく。これにより、例えば縫合装置２０のトリガを解
放することで、円弧形針３４、３６を皮膚から抜脱する方向に回転させたときに、それら
円弧形針３４、３６の夫々の凹部７４が、夫々の針ガイド６２に係合するようになる。一
方、順方向運針方式を採用し、針ガイド６２を皮膚の中へ押し込むようにする場合には、
円弧形針３４、３６の凹部７４の形状を、針元方向へ行くに従って陥凹して行く形状にし
ておく。これにより、例えば縫合装置２０のトリガを握り込むことで、円弧形針３４、３
６を皮膚に穿刺して挿入する方向に回転させたときに、それら円弧形針３４、３６の夫々
の凹部７４が夫々の針ガイド６２に係合するようになる。尚、図９Ａ～図９Ｂの実施の形
態では、円弧形針３４、３６の内周縁に凹部７４が形成されているが、それらに改変を加
えて、円弧形針３４、３６の外周縁に凹部７４を形成した実施の形態とすることも可能で
ある。
【００２４】
　縫合糸３２を皮膚に装着するプロセスを実行している間、縫合糸３２と円弧形針３４、
３６との係合を確実に維持できるようにするためには、図１０Ａ～図１０Ｉに示したよう
なスライダプレート７３などを備えるとよい。スライダプレート７３は、針ガイド６２を
対応する円弧形針３４、３６の回転経路上に一時的に保持するものである。更に、図１０
Ａ～図１０Ｉに示した逆方向運針方式に対応したスライダプレート７３は、縫合装置２０
のトリガが握り込まれたときに円弧形針３４、３６が対応する針ガイド６２の開口部に進
入できるようにすると共に、縫合装置２０のトリガが解放されたときに、針ガイド６２が
対応する円弧形針３４、３６の凹部７４に捕捉されて係合するようにし、更に、その係合
状態を、縫合糸３２が皮膚に装着されるまでの間、維持できるようにするものである。図
１０Ａ～図１０Ｂに示したように、スライダプレート７３は、カートリッジ６８の中に摺
動可能に配設されるようにしてもよく、また、スライダプレート７３の形状は、縫合糸３
２の針ガイド６２がこのスライダプレート７３に嵌合できる形状としてもよい。また、図
１０Ｃに示したように、スライダプレート７３は、縫合糸３２の針ガイド６２が嵌合して
係合する一群の溝部７７を備えてもよい。図１０Ａ～図１０Ｉに示した実施の形態は、環
形状の針ガイド６２に対応するためのスライダプレート７３であり、針ガイドの形状がこ
れと異なるものである場合には、スライダプレート７３の形状をその針ガイドの形状に適
合するようなものとすればよいことを理解されたい。
【００２５】
　更に、スライダプレート７３は、カートリッジ６８に対して相対的に摺動可能にしても
よく、円弧形針３４、３６の回転に応動して移動することができる。また、図１０Ｄに更
に示したように、スライダプレート７３には、そのカートリッジ６８と摺接する部分に、
付勢機構を収容するための凹部８３が形成されている。更に、その付勢機構は、スプリン
グなどを用いた機構であって、スライダプレート７３を、カートリッジ６８に対する所定
の相対位置へ付勢するものとしてよい。この所定の相対位置は、実質的に中立の位置とす
る場合もあれば、側方位置とする場合もあり、それらを適宜組合せた位置とすることもあ
る。スライダプレート７３は更に、複数の当接面を有するカムスロット８５を備えてもよ
い。それら当接面は、円弧形針３４、３６の内周縁及び／または外周縁と当接し、また特
に、円弧形針３４、３６の先端部７２の内周縁及び／または外周縁と当接するものである
。更に詳しく説明すると、カムスロット８５のそれら当接面は、それら当接面がカムスロ
ット８５の中へ進入してきた円弧形針３４、３６の先端部７２の外周縁ないし内周縁と当
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接することによって、その円弧形針３４、３６の凹部７４とそれに対応する針ガイド６２
とを確実に係合させることができるように、その寸法、角度、及び全体形状を定めてよい
。
【００２６】
　図１０Ｅ～図１０Ｆに示したのは、逆方向運針型の構成であるが、この構成において、
例えば縫合装置２０のトリガが操作されて円弧形針３４、３６が穿刺方向へ回転すると、
円弧形針３４、３６の先端部７２の外周縁がカムスロット８５の内向き当接面に当接して
この当接面を押圧し得るため、スライダプレート７３は円弧形針３４、３６及びカートリ
ッジ６８に対して相対的に外方へ摺動して移動する。このスライダプレート７３の外方へ
の移動は、カムスロット８５の外向き当接面と円弧形針３４、３６の内周縁とが当接する
ことにより規制され得、その状態を示したのが図１０Ｇ～図１０Ｈである。スライダプレ
ート７３とカートリッジ６８との間に配設されている付勢機構も、円弧形針がカムスロッ
トの中を穿刺方向へ移動する際のスライダプレート７３の外方への移動を規制するように
機能し得る。また、縫合装置２０のトリガが解放されて、円弧形針３４、３６が抜脱方向
へ回転すると、図１０Ｉに更に示したように、カムスロット８５の当接面が円弧形針３４
、３６の内周縁及び／または外周縁と当接し得、それによって針ガイド６２が円弧形針３
４、３６の凹部７４の中に捕捉される。以上から明らかなように、円弧形針３４、３６は
スライダプレート７３のカムスロット８５に対して進入及び退去が実質的に自由にでき、
そして、円弧形針３４、３６の形状及び移動に従って、２つの針ガイド６２が夫々円弧形
針３４、３６に確実に捕捉される。この針ガイド６２の捕捉は、縫合糸を皮膚に装着する
プロセスの開始に先立って行われ、その装着のプロセスが完了するまで捕捉された状態が
維持される。尚、順方向運針型の構成とした場合、即ち、凹部７４の形状を、円弧形針３
４、３６が抜脱方向ではなく穿刺方向へ回転しているときに、この凹部７４が針ガイド６
２を捕捉する形状とした円弧形針３４、３６を使用している場合にも、スライダプレート
７３は同様に機能し得ることを理解されたい。
【００２７】
　次に図１１Ａ～図１１Ｊについて説明すると、それらの図は、本願開示の教示に関連し
て使用することのできる様々な実施の形態に係る縫合糸３２を開示したものである。例え
ば図１～図９に示した縫合糸３２は、そのフィラメント５６の表面が滑らかであったが、
図１１Ａ～図１１Ｆに示した縫合糸３２は、円筒面を成すそのフィラメント５６の表面か
ら径方向外方へ突出した幾つもの突出片７６などの付加片を備えている。図から明らかな
ように、様々な実施の形態のうちには、全ての付加片７６が同一方向へ突出しているもの
もあれば、互いに逆方向へ突出した付加片７６を備えているものもある。また、傾斜部を
画成している付加片７６を備える場合には、全ての付加片７６の傾斜部の方向を一方向に
することによって、その方向への縫合糸３２の挿入を容易にする一方で、それとは逆方向
への抜脱を阻止することができる。かかる突出片などの付加片７６は、例えば図１１Ａ～
図１１Ｆに示したように、その概略形状を、球形状、円錐形状、角錐形状、板形状、等々
とした、二次元又は三次元構造のものとすることができ、また、その側面ないし側縁７８
に傾斜部を有するものとすることで、皮膚の組織への縫合糸３２の挿入を容易にする一方
で、それとは逆方向への縫合糸３２の移動に対しては皮膚の組織が引っ掛かるようにする
ことができる。更に、突出片などの付加片７６の形状は、複数の形状を組合せた複合形状
としてもよく、例えば図１１Ｅに示したように、円錐形状部に板形状部を付加して構成し
た係止片７６とするのもよい。突出片７６は、縫合糸３２の皮膚への装着後に、第１皮膚
部分及び第２皮膚部分を良好に把握保持する摩擦干渉手段として機能するばかりでなく、
装着された縫合糸３２が最終的な形状を呈した状態で、突出片７６が皮膚の組織に噛合す
ることにより、閉鎖部位をより密接させて接合することができ、更には、以下に説明する
ように戻り移動と中寄り移動との両方を防止することもできる。即ち、そのような突出片
７６によって、図１２Ａ～図１２Ｂに示したように、中寄り移動と戻り移動との両方が防
止される。ここで戻り移動というのは、縫合糸が皮膚に装着された後に、その縫合糸の交
点において、縫合糸の装着時の移動方向とは逆方向に縫合糸が移動して皮膚から抜脱して
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しまうことをいい、また、中寄り移動とは、図１２Ａに示したように、閉螺旋状縫合によ
って皮膚に装着された縫合糸が、その中央部分を超えて横方向内方へずれてしまうことを
いう。
【００２８】
　特に図１１Ｇ～図１１Ｊに示したように、本願開示の教示に従って構成する縫合糸３２
は、更に別の様々な実施の形態として構成することが可能である。図１１Ａ～図１１Ｆに
示した様々な縫合糸３２では、そのフィラメント５６に突出片７６及び／または傾斜部画
成部材７８が設けられていたのに対して、図１１Ｇ～図１１Ｊに示した縫合糸３２では、
そのフィラメント５６の表面は実質的に滑らかなままであり、突出片７６及び／または傾
斜部画成部材３２は針ガイド６２の方に設けられている。先に示した実施の形態と同様に
、これら図１１Ｇ～図１１Ｊの縫合糸３２も、それら縫合糸３２の端部を対応する方向へ
挿入することは容易で、逆方向への抜脱は阻止されるように構成されている。より詳しく
は、針ガイド６２は、皮膚への挿入時には少なくとも部分的に潰れて細くなることによっ
て、皮膚からの物理的な抵抗力が小さくなり、一方、逆方向に引っ張られたときには拡が
ることでその抵抗力が大きくなり、もって抜脱を阻止するように構成されている。これに
加えて、または任意に、図１１Ｇに想像線で示したように、縫合糸３２の各々の端部に、
２つ以上の針ガイド６２を設けるようにしてもよく、こうすることによって、挿入後の皮
膚からの抜脱に対して更に大きな抵抗力を発揮することができる。図１１Ｇに示した針ガ
イド６２は先端部が丸みを帯びた形状とされているが、これと異なる実施の形態として、
針ガイド６２の先端部に傾斜を設けて先端部を尖った形状とするのもよく、それによって
挿入を更に容易にすることができ、そのようにした実施の形態を示したのが、図１１Ｈ～
図１１Ｊである。更に、針ガイド６２は、その全体形状を、環形状、円形状、楕円形状、
長円形状、四角形状、三角形状、多角形状、またはその他の適当な形状とし、そして少な
くともその外縁形状が、皮膚への挿入を容易にして抜脱を阻止するような形状であるよう
にするとよい。更に、針ガイド６２は、その形状を、開口部を持たない単なる膨出部形状
とし、ただしその寸法及び構成を、皮膚への挿入に際して第１円弧形針３４及び第２円弧
形針３６の凹部７４がその針ガイドに係合することができ、また、皮膚の組織に装着され
たならば戻り移動を阻止することができる寸法及び構成としたものとするのもよい。更に
、以上のいずれの形態の縫合糸に関しても、複数の縫合糸を収容するマガジン（不図示）
を縫合装置２０に備えて、１つの縫合糸を皮膚に装着したならば、後続の縫合糸が自動的
にその収容位置をひとつずつ前に進めるようにするのもよい。
【００２９】
　動作について説明すると、縫合装置２０を用いて例えばヒトの皮膚の切開創の閉鎖処置
を実行することによって、その閉鎖処置を迅速かつ効果的に行うことができ、また、閉鎖
部位の両側の２つの皮膚部分の間のアライメントを高精度で達成することができ、閉鎖部
位の創縁どうしを密接させることができ、更には、縫合痕を微細なものとすることができ
る。図１３～図１４は、本願開示の教示に従ってテストフィクスチャとして構成した縫合
装置８６の第１案内チャネル部８２と第２案内チャネル部８４とに、夫々第１皮膚部分７
９と第２皮膚部分８０とが挿入されているところを示した図である。本願開示を完全なも
のとするために付言しておくと、図１３～図１４は単に、縫合装置２０のテストフィクス
チャとして構成した縫合装置によって、ある皮膚のサンプルに対する閉鎖処置が行われて
いるところを示しているに過ぎない。実際の切開創の閉鎖処置においては、例えばその切
開創はヒトの身体のどこかの部位に存在するものであり、作動端３０をその切開創より下
方の皮下に定位して、２つの皮膚部分７９、８０を案内チャネル部５０、５２の中に挿入
し、それら皮膚部分７９、８０の皮下側をカートリッジの枠部７１の鋸歯状部７５の上に
載置するなどの手順が取られてもよい。縫合装置２０を使用する可能な方法のうちの１つ
は、縫合装置２０を用いて切開創８９の一端から縫合糸３２の装着を開始し、そして、切
開創に沿って縫合装置を手前に移動させては次の縫合糸を装着することができる。この手
順を反復して実行することによって切開創を最後まで閉鎖すればよく、その経過を示した
のが図１５Ａ～図１５Ｅである。更に、第１皮膚押え部材９０及び第２皮膚押え部材９２
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を備えてもよく、これらの部材は、上方へ揺動することによって皮膚部分７９、８０の夫
々の皮下層９４に係合するように構成されている。かかる皮膚押え部材９０、９２は、実
施の形態によっては不要なこともあり、また任意に備えるようにしてもよい実施の形態も
ある。例えば図１～図９に示した実施の形態は、それら皮膚押え部材と実質的に同一の機
能を果たすように構成された鋸歯状部７５を備えているため、かかる皮膚押え部材は不要
である。
【００３０】
　また別の使用法として、例えば次のような方法があり、その方法では、縫合装置２０を
用いて最初に切開創８９の略々中点の位置に縫合糸３２を装着し、それによってその切開
創８９を２つの部分に分ける。続いて、そのようにして分けた切開創８９の２つの部分の
各々を、次の縫合糸３２を同様に装着することによって、更に小さな２つずつの部分に分
け、以下、この手順を反復して実行することによってその切開創８９の全体を閉鎖する。
更に別の使用法として、縫合装置２０を用いて切開創８９の両端の各々から縫合糸３２を
装着して行き、夫々に切開創８９の中点まで縫合糸３２を装着することによって、切開創
８９の全体を閉鎖するという方法もある。縫合装置２０の使用法としてはその他にも様々
なものがあり、それらは当業者には容易に想到し得るものである。
【００３１】
　引き続き図１３及び図１４について説明すると、縫合装置２０のトリガ２６を握り込ん
でハンドル２４に近付く方向へ揺動させると、第１円弧形針３４及び第２円弧形針３６が
回転して、第１円弧形針３４は第１皮膚部分７９の真皮層９４を刺し貫き、第２円弧形針
３６は第２皮膚部分８０の真皮層９４を刺し貫く。使用している一対の円弧形針３４、３
６が図９Ａに示した形状のものである場合には、皮膚への縫合糸３２の装着は逆方向運針
方式で行うことができる。その場合、第１円弧形針３４及び第２円弧形針３６を回転限度
一杯まで回転させればよく、それによって、縫合糸３２の両端の２つの針ガイド６２を捕
捉することができ、それに続いて、握り込んでいた縫合装置２０のトリガ２６を解放すれ
ば、円弧形針３４、３６が抜脱方向に回転するため、２つの針ガイド６２が互いに逆方向
に引っ張られ、それら２つの針ガイド６２が、夫々第１皮膚部分７９と第２皮膚部分８０
との中に引き込まれる。一方、使用している一対の円弧形針３４、３６が、図９Ｂに示し
た形状のものである場合には、皮膚への縫合糸３２の装着は順方向運針方式で行うことが
できる。その場合、縫合糸３２は、針ガイド６２によって、各々の円弧形針が最初に刺し
貫く皮膚部分へ押し込まれ、第１皮膚部分７９と第２皮膚部分８０との間の接合面９６を
横切り、更に他方の皮膚部分へ押し込まれる。順方向運針方式と逆方向運針方式とのいず
れを採用している場合でも、２つの円弧形針３４、３６は同時に略々同じ距離だけ回転移
動し、２つの針ガイド６２は互いに反対方向へ略々同じ長さだけ押し込まれ或いは引き込
まれる。これとは別の実施の形態として、２つの円弧形針３４、３６が略々同じ距離だけ
回転移動するが、その角速度が互いに異なるような実施の形態とすることもできる。
【００３２】
　順方向運針方式と逆方向運針方式とのいずれを採用している場合でも、縫合糸３２の皮
膚への装着が完了するまでに、２つの円弧形針３４、３６はいずれも、第１皮膚部分７９
と第２皮膚部分８０との両方を刺し貫いている。また、皮膚への装着前に、平面状、二平
面状、多平面状、等々の非螺旋状であった縫合糸３２の形状は、皮膚への装着後には、実
質的に螺旋状に変化している。更に、順方向運針方式と逆方向運針方式とのいずれを採用
している場合でも、縫合装置２０を用いて形成する創閉鎖部は、閉螺旋状縫合によるもの
とすることも、また開螺旋状縫合によるものとすることもでき、縫合糸３２を装填する初
期位置を、円弧形針３４、３６に対するいかなる相対位置とするかによって、どちらでも
選択することができる。例えば図１６Ａ～図１６Ｎに示したように、逆方向運針型の１台
の縫合装置２０を使用して、また、同じ縫合糸３２を使用して、単に、その縫合装置２０
の使用に先立って縫合装置２０に装填する縫合糸３２の初期位置を適宜設定するだけで、
閉螺旋状縫合と開螺旋状縫合とのいずれによる創閉鎖部でも形成することができる。尚、
図面には示さないが、順方向運針型の縫合装置についても、１台の縫合装置２０を同様に
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使用して、また、同じ縫合糸３２を使用して、単に、その縫合装置２０の使用に先立って
縫合装置２０に装填する縫合糸３２の初期位置を適宜設定するだけで、閉螺旋状縫合と開
螺旋状縫合とのいずれによる創閉鎖部でも形成することができる。
【００３３】
　特に図１６Ａ～図１６Ｇについて説明すると、それらの図に示したように、逆方向運針
型の縫合装置２０を用いて、閉螺旋状縫合による創閉鎖部を形成することができ、その場
合には、縫合糸３２を装填する初期位置を図１６Ａに示した位置にする。縫合糸３２がこ
の図に示した初期位置に装填されているときには、その縫合糸３２の両端の２つの針ガイ
ド６２の開口部に夫々円弧形針３４、３６が進入可能な位置関係にあり、この状態で縫合
装置２０のトリガを握り込めば、円弧形針３４、３６がそれら針ガイド６２の夫々の開口
部に進入し、それら円弧形針３４、３６の夫々の凹部７４によって夫々の針ガイド６２が
捕捉される。閉螺旋状縫合による創閉鎖部を形成するためには、更に、図１６Ａに示した
ように、縫合糸３２のフィラメント５６を、一方の円弧形針３４の先端部７２の外側を通
り、２つの円弧形針３４、３６の先端部７２の間を通り、他方の円弧形針３６の先端部７
２の外側を通るように取回しておく。この状態で縫合装置２０のトリガを操作して円弧形
針３４、３６を回転させると、図１６Ｂ～図１６Ｃに示したように、それら円弧形針の先
端部７２が夫々、対応する針ガイド６２に近付く方向に移動し、ついには図１６Ｄ～図１
６Ｆに示したように、夫々の凹部７４が夫々の針ガイド６２に係合する。こうして凹部７
４が針ガイド６２に係合した後に、握り込んでいた縫合装置２０のトリガを解放すれば、
針ガイド６２が逆方向運針方式で皮膚の組織の中へ引き込まれ、それによって、図１６Ｇ
に示したように、閉螺旋状縫合による創閉塞部が形成され、即ち、縫合糸を閉螺旋状に結
んだような形状の創閉鎖部が形成される。
【００３４】
　次に図１６Ｈ～図１６Ｎについて説明すると、それらの図に示したように、逆方向運針
型の縫合装置２０を用いて、開螺旋状縫合による創閉鎖部を形成することもでき、その場
合には、縫合糸３２を装填する初期位置を図１６Ｈに示した位置にする。縫合糸３２がこ
の図に示した初期位置に装填されているときには、図１６Ａに示した閉螺旋状縫合に関す
る初期位置の場合と同様に、その縫合糸３２の両端の２つの針ガイド６２の開口部に夫々
円弧形針３４、３６が進入可能な位置関係にあり、この状態で縫合装置２０のトリガを握
り込めば、円弧形針３４、３６が対応する針ガイド６２の夫々の開口部に進入し、それら
円弧形針３４、３６の夫々の凹部７４によって夫々の針ガイド６２が捕捉される。開螺旋
状縫合による創閉鎖を形成するためには、更に、縫合糸３２のフィラメント５６を、図１
６Ｈに示したように、円弧形針３４、３６の夫々の先端部７２から離れる方向へ延出して
その中央部が２本の円弧形針３４、３６の先端部７２の間を通るように取回しておく。こ
の状態で縫合装置２０のトリガを操作して円弧形針３４、３６を回転させると、図１６Ｉ
～図１６Ｋに示したように、それら円弧形針の先端部７２が対応する針ガイド６２に近付
く方向に移動することができ、ついには図１６Ｌ～図１６Ｍに示したように、夫々の凹部
７４が夫々の針ガイド６２に係合する。こうして凹部７４が針ガイド６２に係合した後に
、握り込んでいた縫合装置２０のトリガを解放すれば、針ガイド６２が逆方向運針方式で
皮膚の組織の中へ引き込まれ、それによって、図１６Ｎに示したように、開螺旋状縫合に
よる創閉鎖部が形成され得る。
【００３５】
　図１７～図１８に示した実施の形態は、具体例の創部に挿入された縫合糸により形成さ
れた同様の開螺旋状縫合による創閉鎖部を例示したものである。例えば図１７には、縫合
糸が挿入された第１皮膚部分７９及び第２皮膚部分８０の真皮層９４が示されており、縫
合糸のフィラメント５６は、第１皮膚部分７９及び第２皮膚部分８０の中を延在すると共
に、それら皮膚部分の接合面９６を横切って延在しており、このフィラメント５６の第１
端５８及び第２端６０は真皮層９４の外へ延出している。図１８の創閉鎖部も、図１７の
創閉鎖部とほぼ同じものであり、ただし、縫合糸によってそのような創閉鎖部を幾つも並
べて形成したところを単に示したものである。おそらく最も重要なことは、縫合糸を挿入
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して創閉鎖部を形成する処置が完了したならば、第１皮膚部分７９及び第２皮膚部分８０
の表皮層８８が、図１９に示したような外観を呈することである。同図から明らかなよう
に、第１皮膚部分７９と第２皮膚部分８０との間の水平アライメントが達成されており、
そのため、接合面９６は直線状であり密接に接合されている。更に、第１皮膚部分７９と
第２皮膚部分８０との間の垂直アライメントも達成されており、そのため両者は同一面上
に位置している。この点を分かりやすく示したのが、図２０Ａ～図２０Ｃの比較図である
。
【００３６】
　先ず、図２０Ａに示したのは、マニュアル縫合により形成される創閉鎖部である。図か
ら明らかなように、第１皮膚部分７９と第２皮膚部分８０との間の垂直アライメントと水
平アライメントとの両方が達成されており、この場合、縫合痕は微細なものとなる。ただ
し、先に述べたように、マニュアル縫合は時間のかかる退屈な作業である上に、医療従事
者は縫合針を誤って自身に刺すことによる感染の危険性に曝されている。次に、図２０Ｃ
に示したのは、従来の自動式の皮膚ステープラーを使用して吸収性ステープルを装着する
ことにより形成される創閉鎖部である。図から明らかなように、第１皮膚部分７９と第２
皮膚部分８０との間の垂直アライメント及び水平アライメントが達成されていないばかり
か、表皮層８８から立ち上がった顕著な突条様の部分９８が形成されており、これによっ
て患者の皮膚には甚だしい縫合痕が残されることになる。これに対して、本願開示の教示
に従って行われる創閉鎖処置により形成される創閉鎖部を示したのが、図２０Ｂである。
図から明らかなように、接合面９６において２つの皮膚部分の間の水平アライメントと垂
直アライメントとの両方が達成されており、接合面９６は密接に接合されている。更に、
垂直方向及び水平方向の密接が高精度で達成されているため、縫合痕が微細なものとなり
、従って、図２０Ｃに示した従来の皮膚ステープラーを使用したときのように醜い縫合痕
が残るということがない。更に、本願開示に係る縫合装置２０によれば、縫合処置が半自
動的に行われるため、図２０Ａに示したマニュアル縫合の場合のように時間がかかるとい
うこともない。
【００３７】
　従って、逆方向運針型の縫合装置を用いて皮膚に縫合糸３２を装着することで創閉鎖処
置を実行する場合に、その装着に先立って縫合糸３２を初期位置に装填するときの装填の
仕方によって、閉螺旋状縫合による創閉鎖処置と開螺旋状縫合による創閉鎖処置とのどち
らを実行することも可能となっている。尚、ここでは、逆方向運針型の縫合装置を用いた
場合の閉螺旋状縫合及び開螺旋状縫合による創閉鎖処置についてのみ説明しているが、容
易に理解されるように、順方向運針型の縫合装置を用いて皮膚に縫合糸３２を装着する場
合にも、以上と同様に、その装着に先立って縫合糸３２を初期位置に装填するときの装填
の仕方によって、閉螺旋状縫合による創閉鎖処置と開螺旋状縫合による創閉鎖処置とのど
ちらを実行することも可能である。
【００３８】
　次に図２１～図２７について説明すると、それらの図に開示したのは、皮膚の表皮層に
適用することのできる別の実施の形態に係る縫合装置である。即ち、先に説明した実施の
形態では、縫合装置を創部に挿入して、一対の円弧形針をそれらの先端部を上方へ突き上
げるように回転させて皮膚の皮下層及び真皮層を刺し貫くようにしたものであったが、そ
れに対して、図２１～図２７に示したこの別の実施の形態では、縫合装置を皮膚の真皮層
の表面上に定位して、縫合糸を下方へ引き込むことで、皮膚の表皮層及び真皮層の中へ引
き込んで装着するようにしたものである。この別の実施の形態では、縫合装置のその他の
部分の構成は、先に説明した実施の形態のものと同じであるため、同一構成部分について
は説明を省略することとする。尚、図面中では、その構成要素に対して、先に説明した実
施の形態における対応する構成要素の参照番号に「１００」を加えた参照番号を付してあ
る。
【００３９】
　次に図２８について説明すると、同図に示したのは、別の実施の形態に係る縫合装置の
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トフィクスチャとして構成した縫合装置８６などに用い得るものであり、２つの円弧形針
２３４、２３６を互いに逆方向に回転させるための、先に説明した駆動機構とはまた別の
構成の駆動機構を提供するものである。より詳しくは、駆動機構２２８は、同心的に配置
された２本の駆動軸２４８、２４９を備えており、それら同心的な駆動軸２４８、２４９
の各々は、夫々に対応する円弧形針２３６、２３４に連結されている。また、それら同心
的な駆動軸２４８、２４９は、夫々に対応するギヤ２４６、２４７に連結されており、こ
れによって、ギヤ２４６、２４７が回転すれば、夫々に対応する円弧形針２３６、２３４
も回転するようにしてある。更に、第１ギヤ２４６は第１ラック２４１によって、また第
２ギヤ２４７は第２ラック２４２によって、夫々個別に回転させられるようにすることが
できる。尚、第２ラック２４２は、図を見やすくするために図２８には示していないが、
第１ラック２４１と反対側に、第１ラック２４１と同様に配設されている。以上の構成に
よれば、第１ラック２４１及び第２ラック２４２を下方に押動すると、ギヤ２４６とギヤ
２４７とが互いに逆方向に回転する。そして、それらギヤ２４６、２４７の回転によって
、同心的な２本の駆動軸２４８、２４９が互いに逆方向に回転し、更に、それらに対応す
る２つの円弧形針２３６、２３４も互いに逆方向に回転する。これによって、本願開示の
教示に沿った縫合糸３２の皮膚への装着が行われる。
【００４０】
　図２９～図３１に示したのは、本願開示の更に別の実施の形態である。この実施の形態
は腹腔鏡下手術に用いることのできる縫合装置３００である。即ち、この縫合装置３００
は、皮膚の真皮層を対象としたものではなく、また表皮層や皮下層を対象としたものでも
なく、体腔深部の部位を縫合することのできる縫合装置である。そのため、この縫合装置
を使用する場合には、皮膚に比較的小さなアクセス用の切開創を形成して、その切開創を
通してこの縫合装置を体内に挿入することにより、内臓や筋組織などの縫合処置を必要と
する様々な組織にアクセスできるものである。そのような使用法を可能にするために、こ
の縫合装置３００は細長い駆動軸３０２を備えたものとされていることに留意されたい。
駆動軸３０２はハンドル３０４から延出しており、ハンドル３０４は操作部材であるトリ
ガ３０６を備えている。他の実施の形態と同様に、トリガ３０６を操作すると２つの円弧
形針３０８、３１０が回転する。シュラウド３１２がそれら円弧形針３０８、３１０を囲
繞している。この腹腔鏡手術用の縫合装置３００は、カメラなどのナビゲーション装置と
共に使用され、そうすることで、円弧形針を体内の縫合を必要とする部位へ正確に到達さ
せることができる。以上から明らかなように、本願開示の教示は、切開創の閉鎖処置とい
う用途に限られず、更に、侵襲を可及的に小さくするための腹腔鏡下手術などの用途にも
適したものである。例えば、以上に開示した固定法は、腹腔鏡下ヘルニア修復術において
人工素材メッシュを固定するという用途にも適用可能である。手術に伴う侵襲をより小さ
くしようとするトレンドが継続している現在、本願開示に係る固定法が適用される機会は
更に増大し続けるであろう。
【００４１】
　以上から明らかなように、本願開示として以上に記載した医用装置によれば、縫合糸を
装着することによってヒトの皮膚の開口部を閉鎖する閉鎖処置を、迅速に且つ高い信頼性
をもって行うことができる。この医用装置は、縫合糸で縫い合わせることに要する時間を
マニュアル縫合の場合と比べて大幅に短縮できるのみならず、第１皮膚部分と第２皮膚部
分との位置揃えを水平方向と垂直方向との両方に関して高精度で達成することができ、そ
のため、創部の完治後に大きな瘢痕が残ることがない。更に、以上に説明したように構成
要素を組合せて構成した縫合装置によれば、第１皮膚部分と第２皮膚部分とは、創部が完
治するまで互いに密接した状態に保持され、それによって、治癒が早まると共に完治後の
瘢痕も微細なものとなる。
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